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令和８年度保育料と保育園給食費について

●３歳未満児の保育料月額について

(１)特例適用世帯(生活保護受給世帯、ひとり親、在宅障害児を有する世帯など　※保育園給食費の特例適用世帯も同様で

　　す。)のＣ１からＤ２－１階層世帯の保育料について、無料または5,000円となります。　

(２)第２子以降の保育料の月額が、半額または無料となります。

　　①園児と生計同一の兄弟がいる場合、第２子の保育料は半額、第３子以降の保育料は無料とします。

　　②特例適用世帯のうち、Ｃ１からＤ２－１階層世帯で、園児と生計同一の兄弟がいる場合、第２子以降は保育料を無

　　　料とします。

(３)婚姻歴のないひとり親の方は、申請によって市町村民税非課税世帯とみなし、減免措置を適用します(所得制限あり)。

●３歳以上児の保育園給食費について

(１)同一世帯から２人以上の子どもが入園している場合、入園児のうち第３子以降の給食費を無料とします。

(２)Ｄ１－２階層およびＤ２－１階層の特例適用世帯の給食費を無料とします。

●問い合わせ　役場健康福祉課　☎(６４)１４７２

次年度の保育料と保育園給食費の金額についてお知らせします。

４月～８月分については令和７年度課税額で算定し、９月～３月分については令和８年度課税額で算定します。

在籍する児童の属する世帯の区分
保育料月額 保育園給食費月額

（３歳未満児） （３歳以上児）

24,000円未満

24,000円以上～48,600円未満

48,600円以上～57,700円未満

57,700円以上～64,000円未満

64,000円以上～77,101円未満

77,101円以上～80,000円未満

80,000円以上～97,000円未満

97,000円以上～121,000円未満

121,000円以上～145,000円未満

145,000円以上～169,000円未満

169,000円以上～213,000円未満

213,000円以上～257,000円未満

257,000円以上～301,000円未満

301,000円以上

0

0

7,000(0)

9,000(5,000)

11,000(5,000)

13,000(5,000)

13,000(5,000)

16,000(5,000)

16,000

19,000

24,000

28,000

33,000

36,000

38,000

40,000

41,000

0

5,000（ 0 ）

5,000

A

B

C1

C2

C3

D1-1

D1-2

D2-1

D2-2

D3

D4

D5

D6

D7-1

D7-2

D8

D9

生活保護法による被保護世帯など

村民税非課税世帯 

村民税均等割のみ課税世帯 

（単位：円）

※（　）は特例適用世帯



広報せきかわ　お知らせ版　2026・３月15日号　2



3　広報せきかわ　お知らせ版　2026・３月15日号

陸上自衛隊　新発田駐屯地開設７３周年および

第３０普通科連隊創隊６４周年記念行事

●と　き　４月25日(土)　14時～14時30分頃

●ところ　新発田市本町交差点から中央町交差点

●内　容　徒歩部隊、車両部隊などによる行進およびヘリコプターによる観閲飛行

　　　　　※天候・災害の発生などにより行事を中止または、内容を一部変更する場合があります。

●と　き　４月26日(日)　10時～15時(駐屯地開放８時30分)

●ところ　陸上自衛隊新発田駐屯地(入場無料)

●内　容　記念式典、訓練展示、広報展示、ミニ電車試乗、体験試乗、装備品展示、音楽演奏、

　　　　　野外売店、白壁兵舎広報史料館イベント

●駐車場　アイネスしばた(約160台)、外ヶ輪小学校(約50台)をご利用ください。

　　　　　※駐屯地内の私有車駐車場はありません。

　　　　　※新発田駅から駐屯地までシャトルバスを運行しますのでご利用ください。

　　　　　※違法駐車をしないようご協力をお願いします。

●その他　ペットを連れての入門はご遠慮ください。

　　　　　※介助犬の入門は可能です。

●問い合わせ　陸上自衛隊新発田駐屯地広報室　☎０２５４(２２)３１５１

①市中パレード

②記念式典

【共通事項】
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令和８年　関川村農地（田）賃借料情報

令和8年度　農作業賃金標準額のお知らせ

関川村農業委員会では、農地法第52条に基づき農地の賃借料を公表しています。

データは、昨年中における契約の賃借料から算出したものです。

※土地改良区の維持管理費等を含めて支払う契約もあります。

※金納については、100円未満を四捨五入しています。　

○契約期間中に、契約内容（賃借料等）を見直し、変更することは届出により可能です。（借り手・貸し手の両者合意が前提となります。）

本表は参考額であり、これにより難い場合や別料金が定められている場合には、

実情を考慮するなどし、両者で協議して決めてください。

※ 消費税込み、機械作業については機械・オペレーター代込み
※ 育苗・芽出し・苗運搬加算については、算定が困難なため令和７年度価格を参考価格として記載

●問い合わせ　農業委員会事務局　☎(６４)１４４７

賃借料を決定する際は、この賃借料情報を参考に、圃場条件(日照や水利等)を踏まえ両者で十分な話し合いを行い、

お互いに納得の上、決定してください。

両　関・四ヶ字

地区名 区分 平　均 最　高 最　低 備　考

霧　　　　　出

金納

金納

金納

金納

金納

11,100円

14,400円

 　10,300円

 

11,000円

11,400円

　

20,000円

16,000円

13,000円

8,000円

9,800円

 

9,300円

5,100円女　　　　　川

七ヶ谷・九ヶ谷

湯　沢・川　北

農 作 業

防 除

※農薬代は、委託者持ち(ジェットホース基準)

コンバイン

角 刈 加 算収 穫

籾運搬加算

乾 燥 調 整

色 彩 選 別

そ ば 刈 取 り

そ ば 乾 燥 ・ 調 整

※選別機使用の場合は別料金(車両運搬料4,000円(片道))

【備考】   

▽「20a区画整理田」「１日８時間労働」を基準として作成

▽圃場条件(未整理田・湿田・小区画田等)によって30％の

範囲内(刈取りは、割増指標による)で両者協議のうえ決

めるものとする

◆年度途中に新潟県最低賃金が改定され、「改定後の最低賃金×

８(時間)」が上回った場合は、上回ったほうを基準とする

※新潟県最低賃金(令和８年２月時点)：１時間あたり1,050円

堆 肥 料 金

※完熟堆肥、村内全域・堆肥舎渡しは2,400円（積込み含む）

堆 肥 散 布

※堆肥1,940円（1トン）、散布料2,690円

機 械 あ ぜ ぬ り

耕 起

代 か き

※荒代含みは、両者協議して50％の範囲内で加算

育 苗

芽 出 し

苗 運 搬 加 算

機 械 植 え

側条施肥加算田 植

除 草 剤 追 加

トラクター
・耕運機

作　　　　業　　　　名 単　位

10a

10a

１圃場

10a

30kg

30kg

10a

１kg

990円

溝 切 １ｍ 11円

20,900円

1,100円

1,100円

1,045円

550円

9,600円

55円

6,600円

7,700円

803円

561円

55円

7,150円

1,650円

550円

5,100円

１m

10a

10a

１箱

１箱

１箱

10a

10a

10a

10a

標　準　額
（消費税込み）

作　　業　　名 単　位 標　準　額
（消費税込み）

（10ａ当たり）

※件数が著しく少ないため、賃借料情報の表示は行いません。

※苗運搬・農薬代は、委託者持ち１日

２トン車１台 4,300円

8,400円

34円


